
 

草津市附属機関設置条例（抜粋） 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１３８条の

４第３項に規定する附属機関および地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）

第１４条に規定する組織として設置する附属機関（以下これらを「附属機関」とい

う。）の設置等については、法律もしくはこれに基づく政令または他の条例に定め

るもののほか、この条例に定めるところによる。 

（附属機関の設置およびその担任する事務） 

第２条 市は、市長の附属機関として別表第１の名称の欄に掲げる機関を置き、その

担任する事務を同表の担任事務の欄に掲げるとおり定める。 

２ 市は、教育委員会の附属機関として別表第２の名称の欄に掲げる機関を置き、そ

の担任する事務を同表の担任事務の欄に掲げるとおり定める。 

３ 市は、水道事業および下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」と

いう。）の附属機関として別表第３の名称の欄に掲げる機関を置き、その担任する

事務を同表の担任事務の欄に掲げるとおり定める。 

４ 市は、農業委員会の附属機関として別表第４の名称の欄に掲げる機関を置き、そ

の担任する事務を同表の担任事務の欄に掲げるとおり定める。 

（組織） 

第３条 附属機関の委員の定数は、別表第１、別表第２、別表第３および別表第４の

定数の欄に掲げるとおりとする。 

２ 附属機関が担任する事務のうち、特定または専門の事項について調査審議等をす

るため、当該附属機関の委員で構成する分科会、部会その他これらに類する組織を

当該附属機関に置くことができる。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、

当該附属機関の属する執行機関および管理者が定める。 

   付 則 

 この条例は、交付の日から施行する。 

 

別表第１（第２条第１項、第３条第１項関係） ※抜粋 

名称 担任事務 定数 

草津市情報化推進

計画策定委員会 

草津市情報化推進計画の策定について必要な事

項の調査審議に関する事務 

８人以内 

 

資料 ２ 


